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石川県告示第30号

(出納 室) 2 ~ニ
Eヨ 刀て

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下 「条例」とし寸 。)第16条第 1項の規定

により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失ったので告示する。

令和 3年 2月9日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 失効した知事指定薬物の名称

(1) エチル=2- [1- (5 フルオロベンチル) -1 H インダゾ、ール 3 カルボキサミド] -3， 3 ジメ

チルブ、タノアート及びその塩類

(2) メチル= [1 - (4 フルオロベンジル) -1 H インドール 3 カルボキサミド]-3 メチルブ、タノアー

ト及びその塩類

(3) (8 R) - 1一 (シクロプロパンカルボ、ニル) -N， Nージェチル- 6ーメチル-9， 1 0ージデヒドロエル

ゴリン 8 カルボキサミド及びその塩類

(4) メチル=3ーメチノレー2一[1一(ベン ト-4ーエンー 1ーイル) - 1 Hーインドーノレー3ーカルボキサミド]

ブタノアート及びその塩類

2 失効の理由

当該知事指定薬物が条例第 2条第 1項第 6号に掲げる薬物に該当すると認められるに至ったため

3 失効の日

令和 3年 2月 1日

4 罰則の適用

条例第24条から第28条までの規定は、上記の知事指定薬物の指定がその効力を失う前にした当該知事指定薬物に

係る行為についても、適用する。

石川県告示第31号

森林法(昭和26年法律第249号)第25条の 2第 1項の規定により、次のとおり保安林として指定する予定である。

令和 3年2月 9日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 保安林予定森林の所在場所

金沢市熊走町村廻18番41、25番11
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2 指定の目的

土砂の流出の防備

3 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

(1次のとおり j は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び金沢市役所に備え置いて縦覧に供

する。)

石川県告示第32号

漁業災害補償法第105条第 1項第2号ロの規定による加入区(区域及び区分)の設定(平成14年石川県告示第649号。

以下 「告示第649号」という。)の一部を次のように改正し、公表の日から施行する。

なお、改正後の告示第649号は、この告示の施行の日以後に共済責任期間の開始する共済契約について適用し、同

目前に共済責任期間の開始した共済契約については、なお従前の例による。

令和 3年 2月9日

表の小松加入区の項区分の欄を次のように改める。

|法第104条第 2号に掲げる漁業

石川県告示第33号

石川県知事 谷 本 正 憲

石川県指定金融機関の名称及び所在地(昭和39年石川県告示第192号)の一部を次のように改正し、令和 3年 3月

15日から施行する。

令和 3年 2月 9日

石川県知事 谷 本 正 憲

表の株式会社北国銀行七尾支庖及び株式会社北国銀行鍛冶町支庖の項を次のように改める。

七 株式会社北国銀行七尾支庖

鍛 株式会社北国銀行鍛冶町支庖

七尾市生駒町

七尾市生駒町

公

中能登総合事務所、七尾産業技術専門校、中能登農林総合事

務所、中能登土木総合事務所、七尾港湾事務所、中能登教育

事務所、七尾東雲高等学校、七尾高等学校、七尾城北高等学

校、七尾特別支援学校、七尾警察署

主ヒ
Eヨ

県営土地改良事業計画の決定及び縦覧公告

土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第 1項の規定により、次のとおり県営土地改良事業計画を定めたので、

その関係書類を令和 3年 2月10日から同年 3月12日まで縦覧に供する。

なお、この決定については、土地改良法第87条第 6項の規定により、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以

内に知事に審査請求をすることができる。また、この決定を知った日の翌日から起算して 6か月以内に、石川県を被

告として(訴訟において石川県を代表する者は、石川県知事となる。)、決定の取消しの訴えを提起することができる。

ただし、審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内

に、石川県を被告として、決定の取消しの訴えを提起することができる。

令和 3年 2月 9日
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石川県知事 谷 本 正 憲

地区名 | 事業名 縦覧に供する書類

小浦池地 区 |老朽ため池整備事業 県営土地改良事業計画書の写し

委託業務に係る企画提案の募集公告

次のとおり企画提案の提出を募集する。

令和 3年 2月9日

縦覧場所

志賀町農林水産課

石川県知事 谷 本 正 憲

1 業務の概要

(1) 業務名

令和 3年度金沢競馬販売促進事業業務

(2) 業務の内容

金沢競馬における令和 3年度の集客及び売得額の一層の向上を図るための効果的かっ効率的な広告、イベント

及びファンサービスの実施並びにこれらに附帯する業務

(3) 契約期間

令和 3年 4月 1日(木)から令和4年 3月31日(木)まで

2 参加資格及び評価基準

(1) 参加資格

ア 過去において、各種広告、イベント及びファンサービ、ス等の広告代理業務に携わった実績を有する者である

こと。なお、複数の事業者により構成された共同企業体の参加も認めることとし、その場合は、少なくとも 1

者がこれを満たす者であること。

イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。なお、共同企業

体の場合は、全ての構成員がこれを満たす者であること。

ウ 石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第111条第 2項の規定による資格者名簿に登載されている者

であること。なお、共同企業体の場合は、全ての構成員がこれを満たす者であること。

エ 指名停止の措置を受けている者でないこと。なお、共同企業体の場合は、全ての構成員がこれを満たす者で

あること。

オ 石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号。以下 「条例」としづ。)第 2条第 1号に規定する暴力

団(以下 「暴力団」としづ。)ではないこと及び以下に該当しない者であること。なお、共同企業体の場合は、

全ての構成員がこれを満たす者であること。

(対 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは常時契約を締

結する事務所を代表する者をしづ。以下同じ。)が条例第 2条第 3号に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」

という。)である者

(イ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(ゥ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員の利用等をしている者

(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

同 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(2) 評価基準

ア 基本方針及び目標の妥当性

イ 運営組織及び執行体制のあり方

ウ 広告の効果的な実施

エ イベント及びファンサービスの効果的な実施

オ その他集客促進及び売得向上が期待される企画の実施

カ ウからオまでに定める事項の実施に係る経費積算の妥当性

3 募集要項の交付等
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(1) 交付場所

干920-3105 金沢市八田町西 1番地

石川県競馬事業局競馬総務課企画管理係

電話番号 076-258-5761 F AX番号 076-258-4291

(2) 交付期間

令和 3年 2月 9日(火)から同月 22日(月)午後 5時まで

4 企画提案書の提出場所等

(1)提出先

3 (1)の交付場所に同じ。

(2) 提出期限

第 13378号

令和 3年 3月 9日(火)午後 5時までに、 (1)の提出先へ持参又は郵送により提出すること(郵送の場合は、提

出期限内必着とする。)。

5 最優秀提案者の選定

提出された企画提案について、各提案者からのプレゼンテーション及び 2(2)の評価基準に基づく審査を経て、最

優秀提案者を選定するものとする。選考結果については、令和 3年 3月下旬(予定)に各提案者に通知するものと

する。

なお、契約は、選定された企画提案内容に沿って契約内容についての協議及び調整を行った上で締結する。ただ

し、当該契約は、その業務に係る予算についての議会の議決が必要であり、当該予算が議会で議決されなかった場

合は、締結しない。このことについて、提案者は、あらかじめ了解しているものとみなす。

6 その他

(1) 質問については、 4(1)の提出先において、令和 3年 2月22日(月)午後 5時まで受け付けるものとする。なお、

質問は、文書によるものとし、 書面の持参若しくは郵送、 FAX又は募集要項で定める電子メールによる提出に

より千子うこと。

(2) 4(2)の提出期限までに提出のあった企画提案については、後日、各提案者によるプレゼンテーションを行うも

のとする。

なお、プレゼンテーションへの出席、提出書類の作成等に要した費用は、提案者の負担とするほか、提出書類

は、返却しないものとする。

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目1番地 石 川 県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側 共 栄 TEL(076) 292-2236 


